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技能向上集中研修機関（C-1）の指定について 

 

１ 概要 

  医師の働き方改革に伴い、令和６年４月から勤務医の時間外労働について、年 960 時

間の上限規制が適用される。（別紙） 

地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、医師にやむを得ず上限規制を超えて

長時間従事させる必要のある業務があると認められる医療機関については、医療法に基

づき、県が医療審議会の意見を聴いた上で、特定労務管理対象機関として指定する。（上

限 1,860時間） 

また、臨床研修医及び専攻医を対象とする C-1（集中的技能向上水準）の指定に当たっ

ては、あらかじめ、地域医療対策協議会においても協議することとされている。 

 

２ 指定予定医療機関 

  岡山済生会総合病院（岡山市北区国体町２番 25号） 

 

３ 指定に係る業務の内容 

連携施設となっている外科系専門研修プログラム 

（改正医療法第 119条第１項第２号に規定する医師法第 16条の 11第１項の研修） 

 

４ 研修プログラムの概要 

（１）岡山大学広域外科専門研修プログラム 

基幹病院で６か月、症例数が豊富な 22 の連携施設Ａで２年、主に地域医療を担

う連携施設Ｂで６か月の計３年間の研修を基本とし、岡山済生会総合病院は、連携

施設Ａに分類されている。連携施設Ａでは、専門医取得に必要な 350以上の症例（う

ち術者 120例以上）を目標に研修を行う。 

（２）岡山大学整形外科専門研修プログラム 

研修期間は４年間で、基幹病院に加え、岡山済生会総合病院を含む 19 の大型総

合病院で救急医療としての外傷症例の経験を積み、地域医療の拠点となっている 16

の医療機関で様々な疾患に対する技能を習得しながら、専門医取得に必要な 160以

上の症例（うち術者 80例以上）を目標に研修を行う。 
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５ 県での審査・評価状況 

岡山県特定労務管理対象機関指定要綱に基づき、主に以下の観点から審査及び評価を

行った。 

（１）特例水準の上限時間を適用せざるを得ない業務の内容とその必要性 

当該研修プログラムでは、二次救急の当直を通じて多くの症例を扱い、手技を習

得するため、研修医にやむを得ず長時間労働に従事させる必要があると認められる。 

なお、当該研修の実施に当たっては、カンファレンスの労働時間内実施や効果的

な学習機材等の導入により、研修の効率化と研修環境の充実を図ることとしている。 

（２）特例水準（C-1）の適用が地域の専攻医の確保に与える影響 

当該研修プログラムでの年間の最長時間外・休日労働時間は、令和２年度から減

少傾向で、令和５年度実績は前年比１割強も縮減しており、過去４年間の募集にお

いて、応募者が安定的に確保できている。 

また、ホームページへの専攻医のインタビュー動画掲載や、職業紹介業者が実施

する就活イベントへの出展等、定員充足に向けて積極的な取り組みが行われている。 

（３）労務管理体制の状況 

医療機関勤務環境評価センターの評価において、「勤務間インターバルを確保し、

代償休息を付与することのできる勤務計画が作成できていない」との指摘を受けた

が、新たに導入する勤怠管理システムにより改善することが見込まれている。 

また、病院長及び副院長を含む会議体において、医師労働時間短縮計画の対象医

師に対して計画の内容を直接説明し、意見交換を行うこととしており、労働時間短

縮に向けたさらなる取組の実施についても十分な検討が行われており、現時点で特

段の問題はないと考えられる。 

 

【参考：労務管理体制の評価】 

医療機関勤務環境評価センターでは、医療機関から提出された「医師労働時間短縮計画

（案）」、「自己評価シート」（労務管理体制及び労働時間短縮に係る取組に関し、法定 18 項

目を含む全 76項目を記載）等を個別に評価した上、５段階で「全体評価」を行う。 
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41労務管理体制

労働時間短縮に向けた取組

上記の体制の構築及び取組

実施後の結果
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項目分類 評価項目（例）

・医師の自己研鑽の労働時間該当性のルール化

・勤務間インターバル及び代償休息のルール化（必須）

・タスクシフト/シェアについて検討又は実施している

・医療機関全体で、休日の勤務体制について労働時間短

　縮のための取組を少なくとも１つは実施している

・B水準、連携B水準、C水準適用医師の年間平均時間外

　/休日労働時間数

 



医療施設の最適配置の推進
（地域医療構想・外来機能の明確化）

■これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手
の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想される。

■こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される
医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。

■ 地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関
における医師の働き方改革に取り組む必要がある。

医師の働き方改革

【業務が医師に集中】

【労務管理が不十分】

長時間労働を生む構造的な問題への取組 医療機関内での医師の働き方改革の推進

時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4～）

地域医療等の確保
医療機関が医師の労働時間

短縮計画の案を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が
計画に基づく取組を実施

地域間・診療科間の医師偏在の是正

国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進

適切な労務管理の推進

タスクシフト/シェアの推進
（業務範囲の拡大・明確化）

特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は長時間の傾向が強い

病院常勤勤務医の約４割が年960時間超、
約１割が年1,860時間超の時間外・休日労働

【医師の長時間労働】

＜行政による支援＞

・医療勤務環境改善支援センター
を通じた支援

・経営層の意識改革（講習会等）

・医師への周知啓発 等

医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導 休息時間の確保

Ａ （一般労働者と同程度） 960時間

義務

努力義務

連携Ｂ（医師を派遣する病院） 1,860時間
※2035年度末
を目標に終了

義務
Ｂ （救急医療等）

C-1  （臨床・専門研修）
1,860時間

C-2  （高度技能の修得研修）

患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当

36協定が未締結や、客観的な時間管理
が行われていない医療機関も存在

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする

医師の健康確保

面接指導
健康状態を医師がチェック

休息時間の確保
連続勤務時間制限と

勤務間インターバル規制
（または代償休息）

質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

労務管理の徹底、労働時間の短縮
により医師の健康を確保する

現状 目指す姿

対策

一部、法改正で対応

法改正で対応
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連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準

所属する医師に異なる水準を適用させるためには、医療機関はそれぞれの水準についての指定を受ける必要がある。
※ なお、C水準は、研修期間が１年未満の場合、研修期間中の労働時間を年単位に換算して、指定の要否を判断
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